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2012年10月30日発表

 県では、違法ドラッグによる健康被害の発生を未然に防止するため、県内で販売されている製品の買上調査

を行っております。 

 今般、平成２４年９月に本県が買上げした下記製品から、指定薬物が検出されましたのでお知らせします。 

 なお、現在のところ、県内で当該製品による健康被害発生の情報はありません。 

記 

１ 製品の概要（製品表示等） 

 製品名：MONSTER Bio 

 性状：植物片 

 内容量：３ｇ  

 製造（輸入）者：記載なし 

 販売店舗：bee smoke（栃木県宇都宮市東宿郷1-4-5 岸ビル） 

 購入方法：店頭にて直接購入 

         

２ 検出した指定薬物 

 ＪＷＨ－１２２ 
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３ 試験検査機関 

 栃木県保健環境センター 

４ 違反の事実及び適用条文 

 薬事法第２条第１４項で定める指定薬物を含有する違法ドラッグを販売及び広告したことは、同法第７６条の

４（販売、授与、販売又は授与を目的とする貯蔵若しくは陳列等の禁止）及び同法第７６条の５（広告の禁止）の

規定に違反する。 

４ 本県の対応 

（１）１０月２９日、販売業者に対して薬事法に基づく立入検査を実施し、当該製品の販売中止及び自主回収等

を指導しました。   

（２）県ホームページに製品名等を掲載し、摂取による危険性等の注意喚起を行います。 

５ 県民の皆様へ 

 当該製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診

してください。 

 「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」と称して販売されている違法ドラッグは、どのような

物質が含まれているか不明であり、身体に有害な作用を及ぼす物質が含まれているおそれが高く大変危険で

す。また、違法ドラッグは、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があ

りますので、絶対に使用（摂取）しないでください。 

６ 参考 

（１）違法ドラッグ 

 違法ドラッグとは、法律的な定義はありませんが、「脱法ドラッグ」、「合法ドラッグ」などと称し、多幸感や快感

を高めたり、幻覚作用等を有するものとして販売されている製品のことをいいます。また、規制を逃れるため、

本来の使用目的を隠し、お香、ハーブ、ビデオクリーナー、芳香剤、植物肥料、試験検査用試薬などを装い販

売されています。 

（２）指定薬物 

 指定薬物とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用（当該作用の維持又は強化の作用を含む。）を

有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物（大

麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く。）として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会

の意見を聴いて指定するものをいいます。現在、９０物質が指定されています。（うち、１７物質は、１１月１６日

から施行） 

（３）ＪＷＨ－１２２（平成２３年５月１４日から規制開始） 

 合成カンナビノイドの一種で、大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノールと類似の作用を有する可能性が考え

られ、摂取すると健康被害が発生するおそれがあります。 

 化学名：（４－メチルナフタレン－１－イル）（１－ペンチル－１Ｈ－インドール－３－イル）メタノン 

 化学構造式： 
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